
募集要領 

１ 審議会等の名称 東浦町都市計画審議会 

２ 設 置 目 的 東浦町都市計画審議会条例第２条の規定に基づき東浦町都市計

画審議会を置き、都市計画に関する事項について、審議するも

のである。 

３ 審 議 内 容 （１）都市計画法上与えられた事項を調査審議すること。 

          （２）市町村長の諮問に応じて、都市計画に関する事項を調査

審議すること。 

          （３）都市計画に関する事項の意見申し立てに関すること。 

４ 募 集 人 数 ２名 

５ 応 募 資 格 （１）2026年４月１日現在において、東浦町に住所を有する満

18歳以上の方 

（２）本町の議会議員又は職員でない方 

          （３）任期中の審議会（年２回程度）に参加できる方 

          （４）都市計画に対して関心、熱意のある方 

６ 応 募 方 法 東浦町都市計画審議会「公募委員」応募用紙に、必要事項を

及 び 期 間 記入し、2026年２月24日（火）までに都市デザイン課窓口か 

         電子メールで提出してください。（応募用紙は、都市デザイン

課窓口で配布又は、町ホームページよりダウンロード） 

７ 任 期 2026年４月１日から２年間 

８ 審査会の年間開 年２回程度 

催 予 定 回 数    

９ 小論文のテーマ 東浦町の都市計画推進に対する意見、提言や応募の動機などを

応募用紙に記載 

10 報 酬 の 額 等 会議１回につき10,000円 
ただし、会議時間が４時間以内の場合は、5,000円 

11 選 考 方 法 応募用紙に記載された小論文その他の内容により審査 

12 選 考 結 果 の 選考結果については、応募者全員に郵便により通知 

通 知 方 法 

13 事 務 局 東浦町役場まちづくり部都市デザイン課 

          〒470-2192 

          東浦町大字緒川字政所20番地 

電話0562-83-3111（内線332） 

          メールアドレス toshi@town.aichi-higashiura.lg.jp 


